
（賃貸住宅の管理業務等の適‾ｉＥイヒ に関する 法律第十二条第四項関係）
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※賃貸をたの管を業務等の適ｉＥイヒに関する缶律に基づくを録番そ・ 従業者証回書番号がないｔａ合は、 き欄のままご提・
ください。

：約事項

上ＥのＥ載事 Ｊｉ は、 事実と相 違ないことを　 約します。

偐毋 れ犬ヽぶＱ
備　考

１　 ぼ回 は実務経 皸先 の賃貸往 を管 ＪＩ業者 等が 行う もの とし 、申 請者 が賃貸住 宅管 ミ業者（ 氷人 であ ると きは、

その丐、員） であると きは、他の貸賃住宅管ミ業者、 宅ｔ４物取ち１業者叉は特定賃貸借契お若しくは喩を受託契めの
相手 方で ある 賃貸 人（ オー ナー ）が 肖Ｅ Ｓす るこ とｏ

２　 託明者が 法人であ る場合に おい ては、代表者が証９す るこ と。

３　 賃貸往生の管ミ業務喝のｊほＥイヒ に関する羝律にまづく を録音そが変戛。されていると きは、匹してＥ載する こと。
４　 職務内さは賃貸住宅管ミに関する管ミ・務の経甎が２年八上必・です。 直近で聳緊できる職務内奏をお載し、

賃貸鬯鳬管を亂務にあたらない業務に従事していた搾１間 については実務経皸の期獸とは簒め られないため、
記載 しないこ と。


